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利活用 

３ 空家等対策に関する施策・取組

Ⅰ.空家等に関する課題 
課題① 
増加が予測される空家への対応 
・本市も人口・世帯数減少が予測され、 

住宅が余剰し、空家の増加傾向は続く 

対策の視点 予防抑制 
 

課題② 
空家の流通促進には所有者 
意向を踏まえた対策がカギ 
・住宅の立地・状態により発生 

・所有者の意向により、市場に出ていない 

物件が相当数あることが予測される 

対策の視点 利活用、適正管理 
 

課題③ 
空家所有者へ適正管理を促し、 
近隣への悪影響抑制 
・空家化により、景観面、防犯面、衛生面 

など多様な悪影響を近隣へ及ぼす 

対策の視点 適正管理、特定空家 
 

課題④ 
関係各課で横断的に取組む 
体制の構築 
・空家の状態に応じた取組への体制が必要 

・空家活用のための仕組みが必要 

対策の視点 体制構築 
 

課題⑤ 
空家の発生抑制と空家所有者
へ利活用と適正管理を促す取組 

持ち家率・ 

高齢化率 

北部地域、一団の住宅地、 

中心市街地等、地域特性 

に応じた対応が必要 

空家数の 

内訳 

その他の住宅が増加 

→住宅ストック活用 

腐朽・破損ありが増加 

→適正管理を促す 

 

対策の視点 
予防抑制、利活用 

適正管理 
 

課題⑥ 
空家の適正管理や利活用を促
し、特定空家への適切な対応 

外観調査 
管理されている空家が多い 

管理不全の空家は少ない 

庁内 

苦情等 

相談件数は増加傾向 

自治会 

アンケート 

６割の自治会で空家が存在 

活用意向もあり、管理不十分

なものもある 

所有者 

アンケート 

維持管理が困難 

第 3 者への売却・賃貸ニーズ

が高い 
 

対策の視点 利活用、適正管理 

特定空家 
 

Ⅱ.建物の状態と必要な対策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.基本的な方針と施策・取組 

基本方針（目標） 

 
 

方針１ 
空家化の予防・抑制 

●住宅の品質向上による住み継ぐ環境づくり 

●維持管理の必要性の啓発 

●地域コミュニティの活性化による住環境の 

維持 

 
 
方針２ 

空家の利活用 

●市場流通の阻害要因の除去による利活用

の促進 

●所有者や地域の意向把握による利活用 

手法の検討 

●庁内関係課や関係団体と連携した地域 

課題に応じた利活用の実施 

 
 
方針３ 

空家の適正管理 

●管理手法の情報提供による適正管理の 

促進 

●管理意識の啓発 

 
 
 
 
方針４ 

特定空家への措置 

●判断基準等の明確化による対応策の整備 

●所有者への働きかけによる段階に応じた法に

基づく措置の実施 
 

 

 

方針５ 

空家等対策を推進する体制構築 

●市民にわかりやすい相談窓口の設置 

●外部団体や空家協議会、庁内関係課の 

ネットワーク強化 

●国の補助制度の活用等による支援策の検討 

 
 

 

利活用 

推進体制による下支え 

居
住
可
能
に 

健
全
な
家
屋
に 

適正管理 

特定空家 

状況に応じた相談・ 

支援体制 

利活用 

健
全
な
宅
地
に 

 居 住 

空家化 

管理不全 

廃屋化 

除却 
(跡地活用)・新築 

利 活用 
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目標１ 適正管理の推進による住宅ストックの良質化 

目標２ 地域課題に応じた空家を活用したまちづくりの推進 
 

 

 

施策 1 良質で安全な住まいづくりによる予防・発生抑制 

取組 

① リノベーション・リフォームの推進 

取組例 

・リノベーションまちづくり  ・建設・不動産等事業者との連携 

・リフォーム補助制度 

② 長く使える住宅づくりの推進 
・住宅診断（インスペクション） ・長期優良住宅 

・耐震診断、改修補助      ・耐震化率向上 

③ 空家を見守る環境づくり 
・民間による空家管理サービス ・シルバー人材センターとの連携 

・地域コミュニティによる見守り活動 
 

 
 

施策 2 意識啓発による管理意識の醸成 

取組 

④ セミナー等による管理意識の啓発 

取組例 

・関係団体セミナー   ・高齢者向け相続対策講座  

・地域向け出前講座 

⑤ 市広報等による情報周知 
・市広報、ホームページ    ・ＳＮＳ活用 

・民間と連携したチラシ作成 
 

 
  

施策 3 所有者との情報共有による利活用の仕組みの構築 

取組 

⑥ 所有者の意向把握による情報共有 

取組例 

・所有者の活用意向の把握 

⑦ 流通促進のための情報提供 
・マイホーム借上げ制度  ・三世代同居、近居支援制度 

・高齢者世帯家賃助成 

⑧ 利活用を支援する仕組みづくり 
・空家バンク         ・まちづくり協議会 

・集会施設整備補助 

 

施策 4 地域における利活用の推進 

取組 

⑨ 公共による利活用 

取組例 

・集会交流施設 ・福祉施設 ・子育て施設 

⑩ 地域の魅力向上に寄与する利活用 
・地域と大学連携 ・文化芸術   ・町家  

・にぎわい創出    ・北部地域のまちづくり 

⑪ 公共による除却後の跡地利活用 ・ポケットパーク、農地 ・公共施設等の跡地活用 

⑫ 活用阻害要因への対応策 ・未接道家屋 ・市街化調整区域 
 

 
 

施策５ 特定空家に対する措置 

取組 ⑬ 特定空家の除却 取組例 
・所有者特定 ・空家情報の把握と管理 

・助言、指導、勧告等の実施 
 

施策６  特定空家への対応策の整備 

取組 ⑭ 判断基準の作成と手続きの明確化 取組例 ・判断基準 ・手続きフローの明確化 
 

 
 

施策７ 相談窓口の設置等による相談体制の整備 

取組 ⑮ 市民にわかりやすい窓口の設置 取組例 ・相談窓口の設置 ・市民相談窓口活用 ・外部相談窓口の紹介 

 
施策８ 外部団体等との連携強化による実施体制の整備 

取組 ⑯ 外部団体とのネットワーク構築 取組例 ・大阪の住まい活性化フォーラム、建築士会、弁護士会等との連携 
 



 

 

空白 
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空家等対策の取組例 
 

施策１ 良質で安全な住まいづくりによる予防・発生抑制 .......................... 38 

施策２ 意識啓発による管理意識の醸成 ................................................ 44 

施策３ 所有者との情報共有による利活用の仕組みの構築 .......................... 48 

施策４ 地域における利活用の推進 ...................................................... 54 

施策５ 特定空家に対する措置 ............................................................ 62 

施策６ 特定空家への対応策の整備 ...................................................... 64 

施策７ 相談窓口の設置等による相談体制の整備 ..................................... 66 

施策８ 外部団体との連携強化による実施体制の整備 ................................ 68 

 

 

 

 

本市で考えられる取組例の記載方法について 

 

【取組例の位置づけ】 

・記載の取組例は実施が確定したものではありません。 

 

【主体】想定される主体（地域住民、事業者、行政） 

・「◎」…中心となって推進する主体 

・「○」…中心となる主体とともに推進する主体 

 

【課名】想定される担当課 

・主となって取組例の実施を検討 

・平成 29 年 3 月現在の課名 
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施策１ 良質で安全な住まいづくりによる予防・発生抑制 

取組① リノベーション・リフォームの推進 

■取組の課題と方向性 

人口減少に伴い空家が増加することが予測されることから活用できる建物のリノベーションやリフォームを推進

する環境づくりを進め、中古住宅市場の活性化を図ることで、空家の増加を抑制し空家の発生を抑制する。 

施策１ 良質で安全な住まいづくりによる予防・発生抑制 

本市で考えられる取組例 

リノベーションまちづくりの推進 都市政策課、政策企画課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎ 

・空家を活用したリノベーション※１のモデル事業の検討。 

・民間でのリノベーション、リフォーム※２事例の紹介。 

・国の借主負担ＤＩＹ型賃貸制度等、新たな制度の情報提供。 

・大阪府「空家総合戦略・大阪」によるリノベーションまちづくりに関する事業との連携。 

・政策企画課 「リノベのいばらき」：経済活動や地域活動等、さまざまな活動に参加する人を増やすため、 

「リノベーション」を切り口に事業展開を検討。 

【参考事例】「空き家活用×まちづくり」モデル・プロジェクト（京都市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考制度】ＤＩＹ型賃貸借に関する契約書式例とガイドブック（国土交通省住宅局） 

 

 

 

 

 

 

 

※１ リノベーション ：既存の建物の良さを活かしながら、好みのデザインや間取りに変えたりすることにより、「性能を向

上」させたり、「新たな付加価値」を生み出すこと 

※２ リフォーム ：老朽化している部分の改修や内装を新しくする等により、老朽化したものを新しい状態に戻すこと 

※３ ＤＩＹ ：Do it Yourself の略語で、建物においては専門業者に任せずに自分で改修すること 

出典：ＤＩＹ型賃貸借に関する契約書式例とガイドブック（国土交通省住宅局） 

URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000104.html 

URL:http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/

page/0000169424.html 

「ＤＩＹ※３型賃貸借」 貸主が修繕を行わず現状有姿で賃貸し（賃料を相

場より安く設定）、借主が自費で改修を行うもの 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響抑

制 
④体制整備 

⑤利活用・適
正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

建設・不動産事業者等との連携 都市政策課 

主体 地域住民  事業者 ○ 行政 ◎ 

・建設、住宅、不動産事業者等との連携を強化する場（会議等）をつくり、お互いの課題を共有し、空家等対策の

あり方や官民が連携した事業等について検討。 

 

 

リノベーション補助制度 都市政策課 

主体 地域住民  事業者 ○ 行政 ◎ 

・空家を活用したリノベーションのモデル事業に対する補助制度の検討。 

・国の補助制度の活用等により、空家活用への補助の検討。 

・国の新たな補助制度である「住宅ストック循環支援事業」等の情報周知。 

 

【参考制度】住宅ストック循環支援事業（国土交通省） 

 

出典：住宅ストック循環支援事業

（国土交通省住宅生産課） 

URL:http://www.mlit.go.jp/jutak

ukentiku/house/jutakukenti

ku_house_tk4_000121.html 
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施策１ 良質で安全な住まいづくりによる予防・発生抑制 

取組② 長く使える住宅づくりの推進 

■取組の課題と方向性 

住宅の空家化を予防し抑制することが重要であることから、住宅自体が新築時から中古住宅時において、長く

使えるような住宅づくりを推進する。 

 

 

本市で考えられる取組例 

住宅診断（インスペクション）の普及、啓発 都市政策課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎ 

・国の動向を注視し、制度等の情報提供を実施（宅地建物取引業法の改正案が平成 28 年２月に閣議決定され、既存

建物の取引時に建物状況調査の概要説明が求められる見込み）。 

・大阪の住まい活性化フォーラムと連携し、空き家相談窓口を紹介し、インスペクション※の相談対応を実施。 

【参考制度】中古住宅流通・リフォームに係る 

取組（国土交通省） 

 

【参考事例】フェニーチェパック 

平成 28 年度兵庫県インスペクション普及支援事業 

（一般社団法人 すまいの未来研究機構） 

 

長期優良住宅の普及、啓発 都市政策課、審査指導課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎ 

・住宅新築時に長期優良住宅の認定を受けた建築物とすることで、長期にわたり住宅を使用でき、住宅ストックの

質を向上することができる。 

 

 

 

 

※インスペクション ：建物状況調査。建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況

を目視、計測等により調査するもの 

URL:http://www.mlit.go.jp/common/001023467.pdf URL:http://www.sumaiken.jp/ 

長期優良住宅 耐震性や耐久性、省エネへの配慮など、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、

その構造及び設備について講じられた優良な住宅のこと。認定を受けることで、住宅ローン

減税（所得税、個人住民税）、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇が受け

られる。 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

耐震診断・改修補助制度 都市政策課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎ 

・木造住宅や共同住宅等に対して、耐震診断や耐震改修に対して、補助を実施。補助制度の周知を図る。 

○耐震診断補助  

建物用途 補助割合 限度額 

木造住宅 診断費用の 90% 45,000 円/戸 

共同住宅・長屋等 

（木造住宅除く） 

定額（戸数分） 25,000 円/戸 

診断費用の 50% 1,000,000 円/棟 

特定建築物（一定規模以上） 診断費用の 50% 1,000,000 円/棟 

市指定緊急交通路沿道建築物 全額補助（床面積上限あり、国補助含む） 

○耐震改修補助 

建物用途 補助割合 限度額 

木造住宅 
400,000 円/戸（定額） 

（一定所得以下の世帯は 600,000 円） 

賃貸共同住宅 (1)(2)のいずれか高額な方 

(1)200,000 円/戸 

(2)工事費用の 1/3 

10,000,000 円/棟 

分譲共同住宅 20,000,000 円/棟 

市指定緊急交通路沿道建築物 50,000,000 円/棟（国補助含む） 
 

 

耐震化率の向上 都市政策課 

主体 地域住民  事業者 ○ 行政 ○ 

・茨木市住宅・建築物耐震改修促進計画（H27 年一部改定）に基づき、住宅の耐震化目標 95％を目指し、耐震化を進

め、耐震化率の向上を目指す。住宅の耐震に関する情報提供を行う。 

○茨木市住宅・建築物耐震改修促進計画 
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施策１ 良質で安全な住まいづくりによる予防・発生抑制 

取組③ 空家を見守る環境づくり 

■取組の課題と方向性 

空家の庭の手入れ等の管理サービスに関する情報提供や新たな管理手法の検討により、建物の状態の悪化を

防ぎ、周辺の良好な環境を維持する。 

 

本市で考えられる取組例 

民間事業者による空家管理サービスの情報提供、事業者の発掘 都市政策課 

主体 地域住民  事業者 ◎ 行政 ○ 

・民間事業者による空家管理サービスの状況を把握し、情報提供を実施。 

・空家の管理等サービスを提供できる事業者、ＮＰＯ等を発掘し、連携を検討。 

 

【参考事例】つるおかランド・バンク（山形県鶴岡市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考事例】空き家相談員（京都市） 

空き家所有者や地域の方々が、空き家に関しての気軽に相談できる体制を整備するため、地域に身近な「まち

の不動産屋さん」を『京都市地域の空き家相談員』として登録する制度。 

 

URL:http://t-landbank.org/SP1.html 

出典:『京都市地域の空き家相談員』について 

URL:http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/p

age/0000164887.html 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

シルバー人材センター等による空家管理サービスの提供 都市政策課、高齢者支援課 

主体 地域住民  事業者 ◎ 行政 ○ 

・シルバー人材センターが実施している庭木の剪定等を基に新たなサービスを検討。 

【参考事例】シルバー人材センター（池田市、宝塚市） 

 

 

地域コミュニティによる見守り活動 都市政策課、市民協働推進課 

主体 地域住民 ◎ 事業者 ○ 行政 ○ 

・自治会等地域コミュニティやＮＰＯ等の事業者により空家の情報を把握し、市との情報共有を図る仕組みを検討。 

URL:http://www.ikeda-
sc.or.jp/bunsho/akiya_kanri-2.pdf 

URL:http://www.sjc-
takarazuka.or.jp/member_akichi.html 
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施策２ 意識啓発による管理意識の醸成 

取組④ セミナー等による管理意識の啓発 

■取組の課題と方向性 

空家の所有者には高齢者が多いことから、高齢者等を対象とした関係団体と連携したセミナーや講座を実施

し、管理の重要性等意識の啓発を行う。 

 

施策２ 意識啓発による管理意識の醸成 

本市で考えられる取組例 

関係団体との連携等によるセミナー 都市政策課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ◎ 行政 ◎ 

・大阪の住まい活性化フォーラムと大阪府住宅リフォームマイスター制度推進協議会と連携した消費者セミナー。 

・弁護士会、司法書士会等法務関係団体と連携した、相続等法律に関する内容のセミナー。 

・建築士会等建築関係団体と連携した、空家管理や改修に関するセミナー。 

 

 

 

 

 

 

高齢者向け相続対策講座 都市政策課、高齢者支援課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ◎ 行政 ◎ 

・弁護士、司法書士等による主に高齢者を対象とした相続、登記等法律に関する講座やセミナー。 

・シニアカレッジ（高齢者支援センター）や老人クラブと連携した講座。 

 

 

 

 

 

 

 

地域向け出前講座 都市政策課 

主体 地域住民 ○ 事業者  行政 ○ 

・自治会等地域単位で市民向けに空家管理等に関する出前講座。 

・自治会の集会等を活用した自治会への情報発信。 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

【参考事例】大阪の住まい活性化フォーラムと連携したセミナー（高槻市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考事例】空き家セミナー 平成 26 年度国土交通省空き家管理等情報提供事業 (霧島市) 

〈セミナーの内容〉 

・所有者の責務としての空家の適正管理をテーマ

にした講演 

・維持管理、法律、相続、税、土地家屋、不動産

の専門家による相談会 

・専門相談窓口設置団体等の活動内容の紹介（情

報展示） 

出典：平成 26 年度国土交通省空き家管理等情報提供事業 

(霧島市) 

URL:http://www.mlit.go.jp/common/001126221.pdf 

〈セミナーの内容〉 

・大阪府の空き家に関する現状 

・不動産の相続などの問題点と相続対策 

・安心・安全な住まい（空き家）の活用 

－住まいの管理は当たり前 空き家は管理、

リフォームで資産価値が上がる－ 

維持管理って何をするの？ 

建物を安全、快適に保つためには… 

・空き家（留守宅）の賃貸を考えてみませんか？ 

・ 個別相談会（予約のみ） 

URL:http://akiya.osaka-sumai-refo.com/ 
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施策２ 意識啓発による管理意識の醸成 

取組⑤ 市広報等による情報周知 

■取組の課題と方向性 

空家に関する情報発信が不足している現状があるため、広報、HP、SNS 等の媒体の活用や、民間協働による

チラシの作成等新たな方法を検討し、さまざまな方法により各年齢層に届くような情報発信を行う。 

 

本市で考えられる取組例 

市広報誌、ホームページの活用 都市政策課、まち魅力発信課 

主体 地域住民  事業者  行政 ◎ 

・市広報誌で特集記事や、空家等対策計画策定のお知らせ等、定期的に空家に関する情報発信を行う。 

・空家に関連した施策等を集約したホームページを作成し、情報の一元化を図る。 

 

 

 

 

 

 

ＳＮＳ（Facebook,twitter 等）の活用 都市政策課、まち魅力発信課 

主体 地域住民  事業者  行政 ◎ 

・広報誌やホームページ等による掲載と合わせて、若年層等利用者が増加しているＳＮＳ※を活用し、情報発信を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

民間企業等と連携したチラシ等の作成 都市政策課 

主体 地域住民  事業者 ○ 行政 ◎ 

・民間企業と連携し、広告付きのチラシやパンフレットの作成。 

・建築関係団体等と連携し、空家のセルフチェックシート等、役立つパンフレット等の作成。 

 

 

 

 

※SNS（social networking service）：個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援する、イン

ターネットを利用したサービスのこと 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

【参考事例】空き家所有者向け意識啓発パンフレット（大阪の住まい活性化フォーラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考事例】民間協働による啓発パンフレット（高石市） 

 

URL:http://akiya.osaka-sumai-

refo.com/ 

出典:高石市パンフレット 
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施策３ 所有者との情報共有による利活用の仕組みの構築 

取組⑥ 所有者の意向把握による情報共有 

■取組の課題と方向性 

市場に流通していない空家について、所有者と活用希望者の意向を把握し、情報共有を進める。 

施策３ 所有者との情報共有による利活用の仕組みの構築 

本市で考えられる取組例 

所有者の活用意向の適切な把握 都市政策課 

主体 地域住民 ○ 事業者  行政 ◎ 

・所有者アンケート調査結果を参考に活用意向のある住宅を適切に把握する。 

・活用ニーズ等、所有者に直接意向を確認し、事業者とのマッチングを図る。 

 

 

【参考資料】個人用住宅の空き家所有者アンケート 
個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会資料より抜粋（国土交通省） 

 
<空き家となっている住宅の現在の状況> 

Ｎ＝2,187  
<(特に何もしていない場合)空き家の賃貸意向>   
<(賃貸意向者)どのような状態で貸したいか>  
 

 

 

 

 

 

 

出典:個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会資料（国土交通省） 

URL:http://www.mlit.go.jp/common/001020854.pdf 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

【参考資料】個人用住宅の空き家所有者アンケート 
個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会資料より抜粋（国土交通省） 

 

<(借主募集中及び賃貸意向者)貸すにあたり心配な点>  
<(賃貸意向者)貸し出すにあたっての考え>  

 

 

出典:個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会資料（国土交通省） 

URL:http://www.mlit.go.jp/common/001020854.pdf 
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施策３ 所有者との情報共有による利活用の仕組みの構築 

取組⑦ 流通促進のための情報提供 

■取組の課題と方向性 

空家の増加が続くと予測されるため、住宅流通を促進するための制度の導入と既存の制度の情報提供を実施

する。 

 

本市で考えられる取組例 

マイホーム借上げ制度 都市政策課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ◎ 行政 ○ 

・一般社団法人移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）による「マイホーム借上げ制度」を推進。 

 

マイホーム借上げ制度 マイホームを最長で終身にわたって借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証するも

の。これにより自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用ができる。 

 

 

URL:https://www.jt-i.jp/lease/ 

ＪＴＩホームページより転載
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建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 
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方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

三世代同居・近居の支援制度 政策企画課、都市政策課 

主体 地域住民  事業者 ○ 行政 ◎ 

・多世代の近居※・同居を支援することによって、本市への定住促進を図るため、住宅取得やリフォーム費用を補助

する「多世代近居・同居支援事業」を創設。（平成 29 年度～） 

 

【その他事例】近居割（ＵＲ都市機構） 

 

 

高齢者世帯家賃助成制度 高齢者支援課 

主体 地域住民  事業者  行政 ◎ 

・高齢者のみの世帯で、家賃５万円以下の住宅賃貸者に対し、５千円/月を上限に支給する制度により、高齢者の安

定的な居住を確保している。 

※近居：住居は異なるものの、日常的な往来ができる範囲に居住すること 

URL:http://www.ur-net.go.jp/kanto/kinkyo/ 
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施策３ 所有者との情報共有による利活用の仕組みの構築 

取組⑧ 利活用を支援する仕組みづくり 

■取組の課題と方向性 

空家所有者の意向により、市場に流通していない物件について、空家の利活用を促進するために、空家の情

報を集約し、活用希望者とのマッチングを実施する等、住宅流通を支援する仕組みを構築する。 

 

本市で考えられる取組例 

空家バンクの設置 都市政策課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎ 

・平成 27 年度に実施した実態調査で把握した空家情報を基本に空家情報を集約し、空家所有者と公共的な活用を

考える利用者（関係課）との情報共有を図る仕組みを構築。 

・空家の集約状況に応じて、民間主導等による空家バンク※の設置を検討。 

・「大阪版・空家バンク」との連携を検討。 

【参考事例】空き家等地域貢献活用相談窓口（世田谷区）一般財団法人 世田谷トラストまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考事例】空き家等公益利用情報提供事業（西宮市） 

※空家バンク：自治体等が空家情報を募り、空家の利用を希望する人に物件情報を提供する制度 

出典：一般財団法人 世田谷トラストまちづくり 

URL:http://www.setagayatm.or.jp/tru

st/support/akiya/mado.html 

URL:http://www.nishi.or.jp/contents/0003772400030002900244.html 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

【参考事例】空き家バンクとマッチング（山形県鶴岡市）つるおかランド・バンク 

 

 

 

地域自治組織（まちづくり協議会）の活用 市民協働推進課 

主体 地域住民 ○ 事業者  行政 ◎ 

・小学校区単位で自治会、ＰＴＡ等を中心に結成を推進している組織である、まちづくり協議会において、空家活

用に関する地域の声を聴く場としての活用を検討。 

 

 

 

自治会集会施設等整備補助制度 市民協働推進課 

主体 地域住民 ○ 事業者  行政 ◎ 

・自治会が集会施設や倉庫を整備する場合に経費の一部が補助される制度。 

・改修、増改築の上限額 100 万円。 
 

出典：つるおかランド・バンク 

URL:http://t-landbank.org/index.html 
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施策４ 地域における利活用の推進 

取組⑨ 公共による利活用 

■取組の課題と方向性 

集会・交流施設、地域福祉施設、高齢者施設、子育て施設等、地域の状況に応じて必要な施設について関係

課と連携し、市や事業者による公共的な利活用を推進する。 

施策４ 地域における利活用の推進 

本市で考えられる取組例 

集会、交流施設としての活用 市民協働推進課、都市政策課 

主体 地域住民 ○ 事業者  行政 ◎ 

・市民協働推進課 自治会の集会所や地域の交流施設としての活用。 

 

 

福祉施設としての活用 

福祉政策課、障害福祉課、 

高齢者支援課、介護保険課、 

都市政策課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎ 

・福祉政策課 「ぷらっとホーム」：地域福祉の常設型活動拠点として、地区福祉委員会が運営。 

・障害福祉課 「地域活動支援センターⅢ型」：障害者の通所型日常支援施設。 

・高齢者支援課「街かどデイハウス」：住民参加により、高齢者に昼食や簡単な体操を提供する、 

地域における身近な介護予防拠点。 

       「いきいき交流広場」:老人クラブ等による、高齢者の趣味活動等交流の場。 

・介護保険課 「認知症対応型共同生活介護」：要介護認定を受けた認知症高齢者の共同生活の場。 

●ぷらっとホーム（地域福祉のための活動拠点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●街かどデイハウス（高齢者のための活動施設） 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

子育て施設としての活用 
保育幼稚園課、子育て支援課 

都市政策課 

主体 地域住民  事業者 ○ 行政 ◎ 

・保育幼稚園課 「小規模保育事業」：定員 19 人まで 0～2歳が対象の小規模な保育事業。 

・子育て支援課 「つどいの広場」：乳幼児をもつ子育て中の保護者が気軽に集える場所。 

 

●小規模保育事業所（保育所等） 

 

 

 

 

 

 

 

●つどいの広場（子育て支援施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の活用 都市政策課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ○ 行政 ○ 

・その他、社会情勢の変化や地域課題に対応した空家活用の検討。 

  危機管理課 災害時の応急住宅 

  障害福祉課 グループホーム 
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施策４ 地域における利活用の推進 

取組⑩ 地域の魅力向上に寄与する利活用の検討 

■取組の課題と方向性 

にぎわいの創出等、地域特性に応じた地域の魅力を向上させる活用手法について、民間事業者等様々な主体

とともに検討する。 

 

本市で考えられる取組例 

地域と大学の連携による活用 
政策企画課、市民協働推進課 

都市政策課 

主体 地域住民  事業者 ◎ 行政 ○ 

・地域と大学が連携した事業に対する提案公募型の補助制度により、地域の魅力づくりや課題解決に 

向けた空家を活用した事業を検討。 

 

●いばらき×大学連携事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化芸術の担い手による活用 文化振興課 

主体 地域住民  事業者 ○ 行政 ○ 

・文化芸術を活用したまちづくりを進めるため、空き店舗や空家をアーティストインレジデンス※等、 

 作品の発表の場として活用を検討。 

※アーティストインレジデンス：美術家等が一定期間、特定の場所に滞在し、創作活動を行うもの。創作の過程を公開する

等、地域との交流を行うこともある 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

町家の活用 市街地新生課、都市政策課 

主体 地域住民  事業者 ◎ 行政 ○ 

・中心市街地のにぎわい創出や景観の向上を図るため、商工会議所等の事業者と連携し、町家を活用した事業を検

討。 

【参考事例】とよさと快蔵プロジェクト（滋賀県立大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちの賑わいを創出する空き店舗等の活用 商工労政課、市街地新生課 

主体 地域住民  事業者 ◎ 行政 ○ 

・創業促進事業（創業する際の工事費、賃貸料の補助）や小売店舗改築事業（店舗改修や事業拡大における工事費

の補助）により、空き店舗や空家を店舗等として活用。 

・大学生等によるチャレンジショップとして活用。 

 

北部地域のまちづくりにおける活用 北部整備推進課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ○ 行政 ○ 

・地域に必要な場所（活動や交流の拠点、農業体験希望者の施設、移住希望者の受け皿等）として活用。 

・土地利用制度の地域の実情に応じたあり方の検討。 

URL:http://www.kaizo-hp.com/ 
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施策４ 地域における利活用の推進 

取組⑪ 公共による除却後の跡地利活用 

■取組の課題と方向性 

空家を除却した跡地について、地域の課題を解決するための資源としての活用策を検討する。 

 

本市で考えられる取組例 

ポケットパーク、農園等としての活用 公園緑地課、農林課 

主体 地域住民 ○ 事業者  行政 ◎ 

・地域コミュニティによるポケットパーク、地域活動の場として活用。 

・民間事業者等による貸し農園や菜園として活用。 

 

【参考事例】老朽化した空家を除却し、地域のニーズに合わせてポケットパークとして活用 

（福井県越前町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等の跡地活用 都市政策課、政策企画課 

主体 地域住民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎ 

・役目を終えた公共施設を除却し、新たな地域ニーズを踏まえ、その跡地の土地利用を検討。 

 

 

 

出典:国土交通省 

URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sumikae/akiya.pdf/akiyajokyakujirei.pdf 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

【参考事例】空き家解体コーディネート・空き家かたづけ隊モデル事業（鳥取市） 

 

出典：鳥取市 

URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1363925867065/ 
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施策４ 地域における利活用の推進 

取組⑫ 活用阻害要因への対応策 

■取組の課題と方向性 

空家の活用を進める上で、活用を阻害する要因を分析し、対応策を検討する。 

 

本市で考えられる取組例 

未接道家屋等への対応策 都市政策課 

主体 地域住民  事業者  行政 ◎ 

・中心市街地等において見られる接道している道路幅員が狭小な家屋について、共同での建替えや道路の拡幅、空

地の確保等の検討。 

 

市街化調整区域での対応策 都市政策課、審査指導課 

主体 地域住民  事業者  行政 ◎ 

・市街化調整区域においては、建築行為が制限されていることから、地域のニーズに応じて、地区計画制度や開発

許可制度の運用による対応策を検討。 

 

 

【参考事例】人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（神戸市） 

○市街化調整区域に「農村用途区域」を設け、それぞれに土地利用基準を例示するとともに、集落のコミュニティ単位で里づく

り協議会を設立して策定する「里づくり計画」への位置付け等を条件に施設の立地を認める制度。 

○「里づくり計画」の「農村定住起業計画」に位置づけることで、既存住宅を活用して、農家レストラン・カフェなどの飲食・

その他小売店や体験民宿、アトリエ、オフィス等の立地が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL:http://www.city.kobe.lg.jp/

business/regulation/constr

uction/enterprise/developm

ent/img/teijuukigyou20160

701.pdf 

出典： 神戸市 

農村地域で新たに定住して起業される 

ことをお考えのみなさまへ（案内チラシ抜粋） 
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建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

協調建替型住宅設計制度（建築基準法第 86 条、第 86 条の 2、第 86 条の 5）（大阪市） 

・既設の通路に沿って長屋などが建ち並ぶ区域において、一定のルールにもとづき協調的に建替えを進める場合、

この区域全体を「ひとつの敷地」とみなし「接道規定」等が適用されるため、個別の建替えができるようになる

制度。 

＜適用条件＞ 

 
＜設計基準（この他に建築基準法上の一般的な規定の適用があります）＞ 

 

※1建築基準法で定められている道路 

※2「協調建替型住宅設計制度」の認定基準として、別途基準が定められています。 

URL:http://www.city.osaka.lg.jp/toshi

keikaku/page/0000012331.html 
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施策５ 特定空家に対する措置 

取組⑬ 特定空家の除却 

■取組の課題と方向性 

空家実態調査の結果により、管理不全の空家も一定数あることから、特定空家となる可能性のあるものにつ 

いては、段階に応じた措置を進める。 

 

施策５ 特定空家に対する措置 

本市で考えられる取組例 

空家所有者の特定、空家情報の把握・管理 

市民生活相談課、審査指導課 

消防警防課、資産税課 

水道営業課、都市政策課 

主体 地域住民  事業者  行政 ◎ 

・法に基づき、固定資産税情報等を活用し、所有者の特定を行う。 

・法に基づく、空家の使用実態（概ね１年間）を水道閉栓情報等により確認する。 

・空家の所有者情報と指導経過等を管理する。 

 

○空家の所有者の確認 

・固定資産税情報（資産税課） 

・登記情報（大阪法務局） 

 

○空家の使用状況 

・水道閉栓情報（営業課）  

・電気、ガス使用状況 

・近隣住民への聞き取り（自治会等） 

 

○所有者の特定 

・弁護士、司法書士、土地家屋調査士の団体と連携し、相続登記や相続財産管理人制度等により所有者の特定を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

空家所有者への助言・指導、勧告等の実施 
市民生活相談課、審査指導課 

消防警防課 

主体 地域住民  事業者  行政 ◎ 

・所有者への助言や指導を行い、改善を促す。 

・改善されない空家については、法に基づく勧告等の措置を実施。 
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建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

【参考事例】空き家の所有者特定フロー 

 

 

 

出典:中国地方における空き家対策意見交換会（第２回）資料（国土交通省 中国地方整備局） 

URL:http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/akiyahp/kaigisiryou.htm 
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施策６ 特定空家への対応策の整備 

取組⑭ 判断基準の作成と手続きの明確化 

■取組の課題と方向性 

空家実態調査の結果により、管理不全の空家が一定数あることから、特定空家への対応策として判断基準の

作成や手続き条例の制定を検討する。 

施策６ 特定空家への対応策の整備 

本市で考えられる取組例 

特定空家の判断基準の作成 

都市政策課 

市民生活相談課、審査指導課 

消防警防課、資産税課 

主体 地域住民  事業者  行政 ◎ 

・国の特定空家ガイドラインや手引き、大阪府特定空家ガイドラインを基本に、特定空家と判断する基準を作成。 

・茨木市空家等対策協議会等の専門的な見地からの意見を踏まえ作成。 

 

○判断基準（案）（平成 27 年度空家等実態調査における外観調査項目） 

空家によって引き起こされる悪影響の範囲内に建築物や道路が存在するか 

悪影響の程度と危険等の切迫性 
通行量の多い道路（幹線道路）に影響を及ぼす可能性 

近隣の建築物に影響を及ぼす可能性 

（イ）そのまま放置す
れば倒壊等著し
く保安上危険と
なるおそれのあ
る状態 

建築物が著しく
倒壊等する恐れ 

建築物が著しく傾いていないか 

基礎や柱、はり、筋かい等構造上主要な部分に損傷はないか 

屋根、外壁等が 
脱落、飛散等 
するおそれ 

屋根や軒、庇等に破損や崩れ等があるか 

外壁に破損や崩れ等があるか 

看板や給湯設備、屋上水槽等に破損等はあるか 

屋根階段、バルコニー等に破損や崩れ等があるか 

門や塀に破損や崩れ又は傾斜等があるか 

擁壁が老朽化し
危険となる恐れ 

擁壁表面への水のしみ出し、水抜き穴のつまり、ひび割れ等
があるか  

（ロ）そのまま放置す
れば著しく衛生
上有害となるお
それのある状態 

建築物又は設備
等の破損 

浄化槽の破損、排水等の流出により、汚物や臭気が発生して
いるか 

ごみ等の放置、 
不法投棄 

ごみ、不法投棄があるか 

（ハ）適切な管理が行
われていないこ
とにより著しく
景観を損なって
いる状態 

周囲の景観と 
著しく不調和な 
状態 

屋根や外壁が汚物や落書き等で外見上よくない状態になって
いるか 

ごみ、不法投棄があるか 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

特定空家の措置フローの明確化 

都市政策課 

市民生活相談課、審査指導課 

消防警防課、資産税課 

主体 地域住民  事業者  行政 ◎ 

・法に規定する手続きやそれに付随する事項をフローとして明確化。 

・手続きや緊急時の措置等を規定した条例の制定を検討。 

○空家等の適正管理に関するフロー（案） 
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施策７ 相談窓口の設置等による相談体制の整備 

取組⑮ 市民にわかりやすい窓口の設置 

■取組の課題と方向性 

空家の相談は多岐にわたるため、市民にとってわかりやすくするため、担当業務を明確にし、窓口を整理する。 

施策７ 相談窓口の設置等による相談体制の整備 

本市で考えられる取組例 

相談窓口の設置 
都市政策課 

関係各課 

主体 地域住民  事業者  行政 ◎ 

・空家に関する窓口を一元化する等整理し、市民にとってわかりやすい窓口とする。 

 

【相談窓口案】 

 

 

 

市民相談窓口の活用 都市政策課、市民生活相談課 

主体 地域住民  事業者 ○ 行政 ◎ 

・市民相談窓口にある弁護士相談等の窓口を活用した相談体制の検討。 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

外部の相談窓口の紹介 都市政策課 

主体 地域住民  事業者 ○ 行政 ◎ 

・関連する外部団体による相談窓口を紹介する体制を構築 

・大阪の住まい活性化フォーラム、弁護士会、司法書士会、建築士会、不動産関係団体と連携した空家に関する相

談体制の構築。 

 

 

【参考事例】空き家相談窓口（大阪の住まい活性化フォーラム） 

 

URL:http://akiya.osaka-sumai-refo.com/ 
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施策８ 外部団体との連携強化による実施体制の整備 

取組⑯ 外部団体とのネットワーク構築 

■取組の課題と方向性 

空家がもたらす問題はさまざまな分野に横断したものであるため、外部団体との連携体制を構築し、各施策を

推進する。 

施策８ 外部団体との連携強化による実施体制の整備 

本市で考えられる取組例 

外部団体との連携 都市政策課 

主体 地域住民  事業者 ○ 行政 ◎ 

・外部団体との連携体制を構築し、空家等対策の推進を図る。 

・建築、住宅、不動産、弁護士、司法書士、土地家屋調査士等の団体、茨木商工会議所等が考えられる。 

 

○大阪の住まい活性化フォーラム 

大阪府では、中古住宅流通・リフォーム市場の活性化により、府民の住生活の向上と大阪の地域力・安全性の

向上を進めていくため、中古住宅流通やリフォーム・リノベーションに関わる民間団体・事業者と公的団体とと

もに、平成２４年１２月、「大阪の住まい活性化フォーラム」を設立。 

 

【正会員】 ※本市は特別会員として加入 

大阪府住宅リフォームマイスター制度推進協議会／一般社団法人リノベーション住宅推進協議会／ 

一般財団法人大阪建築防災センター／一般財団大阪住宅センター／公益社団法人大阪府建築士会／ 

社団法人大阪府建築士事務所協会／一般社団法人不動産協会関西支部／社団法人関西住宅宅地経営協会／ 

社団法人大阪府宅地建物取引業協会／社団法人全日本不動産協会大阪府本部／ 

独立行政法人住宅金融支援機構近畿支店／一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会／ 

大阪府住宅供給公社／大阪府 

 

 

URL:http://akiya.osaka-sumai-refo.com/ 
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空家等対策における位置づけ 

建物の状態 居住時 空家化 管理不全 廃屋化 除却(跡地)  

課題 ①増加対応 ②流通促進 
③悪影響 

抑制 
④体制整備 

⑤利活用・ 
適正管理 

⑥特定空家へ
の措置 

方針 1 予防・抑制 2 利活用 3 適正管理 4 特定空家 5 体制構築  

 

 

○大阪弁護士会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大阪司法書士 

 

 

空家に関するプロジェクトチームを立ち上げ、 

弁護士の立場から空家等対策に取り組んでいる。 

○行政向け 

 ・計画策定や条例制定の支援 

 ・不在者案件や相続人不在案件の相談 

 ・特定空家の措置の相談 

 ・研修会の開催    等 

○市民向け 

 ・無料電話相談窓口 

 ・セミナーの開催  等 

司法書士の立場から空家等対策に取り組んでいる。 

○行政向け 

 ・計画策定や条例制定の支援 

 ・不在者案件や相続人不在案件の相談 

 ・成年後見人、財産管理人制度の相談 

 ・研修会の開催  等 

○市民向け 

 ・セミナーの開催 等 

URL:http://www.osakaben.or.jp/info/2016/2016_

0527.php 

URL: http://www.osaka-shiho.or.jp/ 
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